
重要事項説明書 
 

当事業所の相談窓口 

電 話０４３－２１６－０７０７（直通） 

   ０４３－２１６－０６６６（代表） 

ＦＡＸ０４３－２１６－０７０８ 

 

①事業所の概要 

（１） 居宅介護支援の指定事業者番号等 

事業所名 介護老人保健施設 ほうゆう苑 指定居宅介護支援事業所            

所在地 千葉県千葉市花見川区犢橋町６７１－３ 

介護保険指定事業者番号 1250180133 

サービスを提供する地域 
千葉市花見川区、美浜区、稲毛区、習志野市、八千代市

南部、四街道市西部 

（２） 職員体制  

 

 
資 格 

職員

数 
計 業 務 内 容 

管理者 
主任介護支援専門員 

介護福祉士 1 1 
従 業 者 の 管 理 指 導 、     

管理運営・居宅介護支援業務 

（３）  

月～金 営業時間 午前 9時から午後 6時 

※土曜日・日曜日 １２月３１～１月３日までは休業 

 

 

 

②居宅介護支援の開始からサービス提供までの標準的な流れ 

 

① 初回訪問 

ア． 利用案内（重要事項説明書）の説明と同意 

イ． 契約の締結 

② 「居宅サービス計画作成依頼届」の提出 

③ 課題分析の実施、意見聴取 

④ 居宅サービス計画案作成 

ア． 居宅サービス計画原案の説明と修正 

イ． 居宅サービス事業者の選択 

⑤ 居宅サービス事業者との連絡調整と情報提供 

⑥ サービス担当者会議の開催または照会 

⑦ 居宅サービス計画原案の同意 

⑧ サービス提供開始 

※ サービス提供開始後も随時状況の確認を致します。 

 



③居宅介護支援の利用料金 

 

  

【利用料】 要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されます

ので自己負担はありません。 

保険料の滞納等により、保険の利用ができなくなった場合、1ヶ月につき下記の

金額をいただき、当事業者からサービス提供証明書を発行いたします。このサービ

ス提供証明書を後日お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に提出すると、全額払

い戻しを受けることができます。  

       

 

居宅介護支援費(Ⅰ) 

要介護度 

要介護１・２ 

利用料 

1,086単位 12,000円 

要介護３・４・５ 1,411 単位 15,591円 

 

 

【加 算】この金額は国によって定められています。 

 

①特定事業所加算 

 事業所の独立性・中立性を高める観点から、実態に即し段階的に評価 

 

□特定事業所加算(Ⅰ）（５１９単位／月×１１．０５円）         ５,７３５円 

要件：  ⅰ）常勤専従の主任介護支援専門員を２人以上配置していること。 

     ⅱ）常勤かつ専従の介護支援専門員を３人以上配置していること。 

ⅲ) 利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を

目的とした会議を定期的に開催すること。 

     ⅳ）算定日が属する月の利用者総数のうち、要介護３～要介護５である者の割合が 

       ５割以上であること。 

     ⅴ）２４時間体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を 

確保していること。 

     ⅵ）介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 

     ⅶ）地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、 

       居宅介護支援を提供していること。 

     ⅷ）地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 

     ⅸ）運営基準減算または特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 

     ⅹ）介護支援専門員１人当たりの利用者の平均件数が４０件以上でないこと。 

ⅹⅰ）介護支援専門員実務研修の科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等

に協力または協力体制を確保。 

ⅹⅱ）他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施 

    ⅹⅲ）必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサー

ビス含む）が包括的に提供させるような居宅サービス計画を作成していること 

 

□特定事業所加算(Ⅱ）（４２１単位／月×１１．０５円）         ４,６５２円 

要件： ⅰ）特定事業所加算(Ⅰ）のⅱ)、ⅲ）、ⅳ）、ⅵ）、ⅶ）、ⅸ）、ⅹ）、ⅹⅰ）、ⅹⅱ）及び

ⅹⅲ）を満たすこと。 

    ⅱ）常勤かつ専従の主任介護支援専門員を１人以上配置していること。 

 



□特定事業所加算（Ⅲ）（３２３単位／月×１１．０５円）       ３,５６９円 

要件  ⅰ）特定事業所加算（Ⅰ）のⅲ）、ⅳ）、ⅵ）、ⅶ）、ⅸ）、ⅹ）、ⅹⅰ）、ⅹⅱ）及びⅹⅲ）

を満たすこと。 

    ⅱ）常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること。 

    ⅲ）常勤かつ専従の介護支援専門員を２人以上配置していること。 

 

□特定事業所加算（Ａ） （１１４単位／月×１１．０５円）        １,２６０円 

要件  ｉ）特定事業所加算（Ⅰ）のⅲ）、ⅶ）、ⅷ）、ⅸ）、及びⅹⅲ） 

    ⅱ）特定事業所加算（Ⅰ）のⅴ）、ⅵ）、ⅹⅰ）は連携可能。 

    ⅲ）常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること。 

    ⅳ）常勤かつ専従の介護支援専門員１人以上・非常勤の介護支援専門員を１人以上配置

していること。 

 

※特定事業所加算(Ⅰ）、(Ⅱ）、（Ⅲ）、（Ａ）の算定はいずれか一方に限る。 

 

②医療と介護の連携を推進する評価 

特定事業所医療連携加算（１２５単位／月×１１．０５円）      １,３８１円 

要件  ⅰ）前々年度の３月から前年度の２月までの間において、退院・退所加算の算定に係る

病院等との連携回数（情報提供を受けた回数）の合計が３５回以上。 

    ⅱ）前々年度の３月から前年度の２月までの間において、ターミナルケアマネジメント

加算を５回以上算定。 

    ⅲ）特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定していること。 

 

③医療機関との情報連携の強化に対する評価 

通院時情報連携加算 （５０単位／月×１１．０５円）          ５５２円 

要件  ⅰ）ご利用者様１人につき、１月に１回の算定を限度 

    ⅱ）ご利用者様が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師に利

用者様の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師から

ご利用者様に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）

に記録した場合 

 

④病院等とご利用者様に関する情報共有等を行うことの評価 

   入院時情報連携加算(Ⅰ）   （２５０単位／月×１１．０５円）   ２,７６３円 

要件： ⅰ）入院前～入院日翌日。 

   入院時情報連携加算(Ⅱ）   （２００単位／月×１１．０５円）   ２,２１０円 

 要件： ⅰ）入院日～3日。 

 

⑤退院・退所後の在宅生活への意向に向けた利用機関等との連携促進の評価 

   居宅支援退院・退所加算（連携 1回・カンファレンス参加 無）    

 （４５０単位×１１．０５円）    ４,９７２円 

居宅支援退院・退所加算（連携１回・カンファレンス参加 有） 

               （６００単位×１１．０５円）    ６,６３０円 

居宅支援退院・退所加算（連携 2回・カンファレンス参加 無） 

               （６００単位×１１．０５円）    ６,６３０円 

居宅支援退院・退所加算（連携 2回・カンファレンス参加 有） 

               （７５０単位×１１．０５円）    ８,２８７円 

居宅支援退院・退所加算（連携 3回・カンファレンス参加 有） 

               （９００単位×１１．０５円）    ９,９４５円 



 

要件： ⅰ）医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合におい

て退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、ご利用者様に関する必要

な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用費関する調整を行っ

た場合。 

    ⅱ）退院・退所後に福祉用具貸与が見込まれる場合は、必要に応じ福祉用具専門相談員

や居宅サービスを提供する作業療法士等がカンファレンス等に参加すること。 

 

   ※入院又は入所の期間につき１回を限度。初回加算との同時算定は不可。 

 

⑥医師または看護師と共に居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要なサービスの調整を行っ

た場合の評価 

緊急時等居宅カンファレンス加算 (２００単位／１回×１１．０５円 ）２,２１０円 

要件  ⅰ）ご利用者様の状態の急変に伴い、ご利用者様に対する訪問診療実施の保険医療機

関・ご利用者様の在宅療養を担う医療機関の保険医の求めにより、ご利用者様宅での

カンファレンスに参加し、必要に応じて居宅サービス・地域密着サービスの調整を行

った場合。 

 

⑦末期の悪性腫瘍の利用者様に対するケアマネジメントに対する評価 

    ターミナルケアマネジメント加算（４００単位／月×１１．０５円） ４,４２０円 

要件  ⅰ）２４時間連絡を取れる体制を確保し、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行う

事が出来る体制を整備 

ⅱ）在宅で死亡したご利用者様に対して、終末期の医療やケアの方針に関するご利用

者様又はそのご家族様の意向を把握した得た上で、死亡日及び死亡日前１４日以

内に２日以上在宅を訪問し、ご利用者様またはご家族様の同意を得て、居宅を訪

問し、ご利用者様の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に

位置付けた場合。 

ⅲ）訪問により把握したご利用者様の心身状況の情報を記録し、主治の医師等及びケ

アプランに位置づけた居宅サービス事業者への提供 

※末期の悪性腫瘍があって、在宅で死亡したご利用者様のみ算定。 

 

⑧看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価 

要件   ⅰ）居宅介護支援について、看取り期における適切な居宅介護支援の提供や医療と介

護の連携を推進する観点から、居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が

ご利用者様の退院時等にケアマネジメント業務を行ったもののご利用者様の死

亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会

議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行わ

れ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められ

るケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定。 

 

⑨居宅介護支援の同一建物減算の適用要件 所定単位数×95／100を算定する（5%の減算） 

以下のいずれかに該当する利用者様にサービスの提供を行う場合、減算が適用になります。 

 

居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の建物、同一の敷地内の建物、隣接する敷地内の建物

に住む利用者様 

居宅介護支援事業所の利用者様が 1月あたり 20人以上住む建物（上記を除く）に住む利用者様  

 

 



 ⑩初回の支援に対する評価 

初回加算             (３００単位×１１．０５円） ３,３１５円 

要件    ⅰ）新規および要支援者から要介護に移行した場合。 

また要介護状態区分２段階以上変更時 

 

【交通費】 サービス提供地域にお住まいの方は無料です。 

      それ以外の地域にお住まいの方は介護支援専門員が訪問するための交通費の実費

が必要です。 

 

交通費実費 事業所から居宅までの往復距離（ｋｍ）×10円 

 

 

【その他】 

要介護認定等更新・変更申請代行料 無 料 

記録の複写物にかかる経費 1枚につき 10円 

 

 ※支払い方法 

    料金が発生する場合、月ごとの清算とし、毎月１０日までに前月分の請求をいたします

ので、銀行振り込みか、直接窓口に入金してください。 

 

④ ご利用者様の居宅への訪問頻度の目安 

 

・介護支援専門員がご利用者様の状況把握の為、ご利用者様の居宅に訪問する頻度の目安は、要

介護認定有効期間中、少なくとも１月に１回以上訪問させて頂きます。 

 

・人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向

上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニ

タリングも可能です。 

 

ア ご利用者様の同意を得ること。 

イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の

合意を得ていること。 

ⅰ ご利用者様の状態が安定していること。 

ⅱ ご利用者様がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（ご家族様のサポートがある

場合も含む）。 

ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事

業者との連携により情報を収集すること。 

ウ 少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪問すること。 

※上記に記載する訪問頻度の目安回数以外にも、ご利用者様からの依頼や居宅介護支援業務の遂

行に不可欠と認められる場合でご利用者様の承諾を得た場合には、介護支援専門員はご利用者様

の居宅を訪問することがあります。しかし、緊急事態宣言発令等のやむを得ない事情時はその限

りではございません。 

 

 

 



⑤ サービスの終了 

 

（１）ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

  文書でお申し出いただければいつでも解約できます。 

 

（２）当事業所の都合でサービスを終了する場合 

  人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございま

す。その場合は終了 1 ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業

者をご紹介いたします。 

 

（３）自動終了 

  以下の場合は自動的にサービスを終了いたします。 

・ ご利用者様が介護保険施設に入所した場合。 

・ ご利用者様の要介護状態区分が非該当（自立）と認定された場合 

・ ご利用者様が死亡した場合 

 

（４） その他 

ご利用者様やご家族様等が事業者や介護支援専門員に対して本契約を継続しがたいほ

どの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより直ちにサービスを終了させて

いただく場合がございます。 

 

⑥ 当事業所で行う居宅介護支援の特徴等 

 

介護支援専門員は、その利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅におい

てその有する能力に応じて自立した生活を送ることができるよう、ご利用者様の自己選択に基づ

き適切な保健・医療・福祉サービスが総合的、効率的に提供されるよう援助を行います。 

また、サービスの提供にあたっては関係市区町村、他の居宅介護支援事業者、居宅サービス事

業者その他の者との連携に努めるものとします。 

 

⑦ サービスの内容に関する苦情 

 

（１）事業所内の相談・苦情窓口 

   

当事業所の居宅介護支援に関するご相談や苦情および居宅サービス計画に基づいて提供し

ている各サービスについてのご相談や苦情の窓口です。 

  

主任介護支援専門員     電話 ０４３－２１６－０７０７（直通） 

                 ０４３－２１６－０６６６（代表） 

遠 藤  卓      FAX ０４３－２１６－０７０８ 

  

（２）円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等 

 

 苦情があった場合は直ちに連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに、担当者およびサービス事

業者から事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会議を

実施し、検討の結果および具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、納得がいくような理解を求

めます。 

 

 



（３）苦情があったサービス事業者に対する対応方針等 

 

 サービス事業者よりの対応状況も正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を突き止め、

よりよいサービスが提供されるよう、充分な話し合い等を実施します。また、定期的にサービス

事業者を訪問し、円滑な対応が図れるようにします。 

 

 

（４）その他の相談・苦情窓口 

 

※当事業所で解決しない場合や直接申し立てにくい場合にご利用ください。 

・お住まいの市区町村介護保険担当窓口 

花見川福祉事務所介護保険課 電話 ０４３－２７５－６４０１ 

稲毛福祉事務所介護保険課  電話 ０４３－２８４－６２４２ 

美浜福祉事務所介護保険課  電話 ０４３－２７０－４０７３ 

習志野市役所介護保険課   電話 ０４７－４５１－１１５１ 

八千代市役所長寿支援課   電話 ０４７－４８３－１１５１ 

四街道市役所高齢者支援課  電話 ０４３－４２１－６１２７ 

・ 千葉県国民健康保険団体連合会介護保険課 

               電話 ０４３－２５４－７４２８ 

 

⑧ 人権擁護と虐待防止の為の措置 

 

高齢者の虐待防止法の実効性を高め、利用者尊厳の維持、人格の尊重が達成されるように虐待防

止に関する下記の措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定。 

 虐待防止に関する責任者  管理者 遠藤 卓  

（２）人権擁護・虐待防止委員会の開催 

（３）高齢者虐待防止の為の指針の整備 

（４）虐待防止研修・身体拘束廃止研修の実施 

 

 

⑨ 感染症の予防及びまん延防止のための措置 

感染症の予防及びまん延防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね 6月に 1回以上開

催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っています。 

（2）感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（3）従業者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施しています。 

 

 

⑩事故発生時の対応 

 

事業者の過誤及び過失の有無に関らず、サービス提供の過程において発生したご利用者様の身体

的又は精神的に通常と異なる状態でサービス提供事業者から連絡があった場合は、下記のとおり

の対応を致します。 

（１）事故発生の報告 

  事故によりご利用者様の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに市町村（保険者）に

報告します。 

 



（２）処理経過及び再発防止策の報告 

 （１）の事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生の原因及び再発防止策を策定し市町村

（保険者）に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、再発        

防止に努めます。 

 

 

⑪身分証携行義務 

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問及びご利用者様またはご家族様から提示を求

められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

 

⑫緊急時の対応方法 

 

事業者はサービス事業者から緊急の連絡があった場合には、予め確認している連絡先及び医療機

関に連絡を行い指示に従います。 

 

 

⑬主治の医師および医療機関等との連絡 

 

 事業者はご利用者様の主治の医師および関係医療機関との間において、ご利用者様の疾患に関

する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことでご利用者様の疾患に対す

る対応を円滑に行うことを目的とします。 

 （１）ご利用者様の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、

入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名及び担当の介護支援専門員がわか

るよう、名刺を張り付ける等の対応をお願い致します。 

 （２）また、入院時には、ご利用者様またはご家族様から、当事業所名及び担当介護支援専門

員の名称を伝えていただきますようお願い致します。 

 （３）介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等からご利用者様の関する情報の提供を受

けた時、その他必要と認めるものときは、ご利用者様の口腔に関する問題、薬剤状況その他のご

利用者様の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、ご利用者様の同意を得て

主治の医師、歯科医師又は薬剤師に提供します。 

 （４）介護支援専門員は、ご利用者様が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス

の利用を希望している場合その他必要な場合には、ご利用者様の同意を得て主治の医師又は歯科

医師の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際

には、当該居宅サービス計画書を主治の医師等に交付します。 

 

 

 

⑭秘密の保持 

 

 （１）事業者は、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た

ご利用者様およびご家族様に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。 

  この守秘義務は契約終了後も同様です。 

 （２）事業者は、ご利用者様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等におい

てご利用者様の個人情報を用いません。 

 （３）事業者は、ご利用者様のご家族様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会

議等において、当該ご家族様の個人情報を用いません。 

 



⑮利用者自身によるサービスの選択と同意 

 

 （１）ご利用者様自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の

情報を適正にご利用者様またはご家族様に対して提供するものとします。 

 ・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予めご利用者様に対して、複数の指定居宅サービス

事業者等を紹介するように求める事が出来ること、ご利用者様は居宅サービス計画に位置付けた

指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。 

 ・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、ご利用者様の選択を求めること

なく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。 

 ・居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等

の担当者からなる、サービス担当者会議の招集ややむをえない場合には照会等により、当該居宅

サービス計画等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、ご利用者様及び当該サ

ービス担当者との合意を図ります。 

 

 （２）末期のがんと診断された場合であって、日常生活上の障害が１ヶ月以内に出現すると   

主治の医師等が判断した場合、ご利用者様又はそのご家族様の同意を得た上で、主治の医師等の

助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問（モニタリング）をさせていただき、ご利用者様の

状態やサービス変更の必要性等の把握、ご利用者様への支援を実施します。その際に把握したご

利用者様の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提

供することで、その時々の状態に即したサービス内容の調整等を行います。 

  

 

 

⑯ケアマネジメントの公正中立の確保 

（１）前６カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスの利用割合をご利用者様に説明致します。 

（２）前６カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合をご利用者様に説

明致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

⑰当事業所の概要 

   

当事業所の経営 ······················· 医療法人社団 鳳雄会 

  法人の所在地··························· 千葉県千葉市花見川区犢橋町６７１－３ 

  法人代表者の氏名 ···················· 理事長 渡邉 秀之 

  法人の連絡先··························· 電話０４３－２１６－０６６６ 

  法人で行う他の事業所 ·············· 介 護 老 人 保 健 施 設 ほうゆう苑 

   短 期 入 所 療 養 介 護 ほうゆう苑 

   通 所 リ ハ ビ リ ほうゆう苑 

                 グループホーム ゆうゆう 

 

 

＜事業者名＞ 指定事業者番号 1250180133 指定都道府県名 千葉県 

介護老人保健施設 ほうゆう苑 指定居宅介護支援事業所 

＜住  所＞ 千葉県千葉市花見川区犢橋町６７１－３ 

＜法 人 名＞ 医療法人社団 鳳雄会 

＜法人住所＞ 千葉県千葉市花見川区犢橋町６７１－３ 

＜代 表 者＞ 理事長      渡邉   秀之  印  
 

 

 

 

 

 

 

 
当事業者は、居宅介護支援の提供にあたり利用者に上記のとおり重要事項を説明しました。     

この証として本書２通を作成し、ご利用者様、事業者が記名捺印の上、各自１通を保有するもの

とします。 

 

 

 


